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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年10月2日(2008.10.2)

【公開番号】特開2002-191596(P2002-191596A)
【公開日】平成14年7月9日(2002.7.9)
【出願番号】特願2001-249758(P2001-249758)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/06     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   7/00     (2006.01)
   Ｇ２１Ｋ   1/02     (2006.01)
   Ｇ２１Ｋ   1/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   6/06    ３７０　
   Ａ６１Ｂ   6/06    ３３１　
   Ｇ０１Ｔ   7/00    　　　Ｂ
   Ｇ２１Ｋ   1/02    　　　Ｇ
   Ｇ２１Ｋ   1/02    　　　Ｍ
   Ｇ２１Ｋ   1/04    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月19日(2008.8.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】 散乱した放射線を吸収するように互いに対して幾何的に配列された複数の
可撓性放射線吸収性部材（２２）と、該放射線吸収性部材の間に設けられている空間充填
材料とを備えた焦点距離可変型散乱防止グリッド（２０）。
【請求項２】 前記複数の放射線吸収性部材（２２）は一体形成されている請求項１に記
載の焦点距離可変型散乱防止グリッド（２０）。
【請求項３】 前記複数の吸収性部材（２２）は射出成形されている請求項２に記載の焦
点距離可変型散乱防止グリッド（２０）。
【請求項４】 前記グリッドは１以上の軸（３４）に沿って撓曲するように構成されてお
り、これにより、異なるＸ線処置手順に適合させるように前記グリッドの実効焦点距離の
暫定的調節を可能にする請求項１に記載の焦点距離可変型散乱防止グリッド（２０）。
【請求項５】 複数の空間（４４）を画定する一体形成された幾何的グリッド構造（３０
）と、前記空間内に配置されている空間充填材料とを備えたＸ線散乱防止グリッド（２０
）であって、前記グリッド及び前記空間充填材料は、１以上の軸（３４）に沿って撓曲す
るように構成されており、これにより、異なるＸ線処置手順に適合するように前記グリッ
ドの実効焦点距離の暫定的調節を可能にするＸ線散乱防止グリッド（２０）。
【請求項６】 前記グリッド構造（３０）は射出成形されている請求項５に記載のＸ線散
乱防止グリッド（２０）。
【請求項７】 前記グリッド構造（３０）は添加剤を配合した熱可塑性材料から作製され
る請求項５に記載のＸ線散乱防止グリッド（２０）。
【請求項８】 前記熱可塑性材料はタングステン－熱可塑性材料混合物である請求項７に
記載のＸ線散乱防止グリッド（２０）。
【請求項９】 直接Ｘ線を放出するＸ線源（１２）と共に用いられ、複数の空間（４４）
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を画定する一体形成された幾何的グリッド構造（３０）と、前記空間内に配置されている
空間充填材料とを含む距離可変型Ｘ線散乱防止グリッド（２０）によりＸ線画像のコント
ラストを高める方法であって、前記散乱防止グリッド（２０）は、第一のＸ線処置手順に
ついては第一の焦点距離で１以上の軸（３４）に沿って集光し、当該方法は、第二のＸ線
処置手順に用いられる第二の焦点距離を選択する工程と、該第二の焦点距離が得られるま
で前記１以上の軸に沿って前記散乱防止グリッドを撓曲させる工程と、前記散乱防止グリ
ッドが前記Ｘ線源からの直接線と一致していない放射線を吸収するように前記第二の焦点
距離でＸ線源とＸ線検出器との間で前記散乱防止グリッドを位置決めする工程とを備えた
方法。
【請求項１０】 前記グリッド（５０）及び空間充填材料は第二の軸（５２）に沿って撓
曲するように構成されており、前記方法は、実質的に球状のグリッドを形成するように前
記第二の軸に沿って前記散乱防止グリッドを撓曲させる工程をさらに含んでいる請求項９
に記載の方法。
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